
2019年度以前に入学した学部生の状況ごとの授業料減免制度の手続方法 (6年制学部のみ令和6年度まで実施)

Ⓐ 「国の制度」の対象外(不採用・停止中）

Ⓑ 「国の制度」の第Ⅲ区分(1/3減免)に該当

令和5年度＜前期＞授業料減免を希望する学生は、①～③の区分に従って手続を行ってください。

①「 国の制度」に採用されている学生
②「 国の制度」に明らかに該当しない学生

① 令和5年6月16日(金)　　～ 6月22日(木)

②

※前期授業料について5月の引落しを停止 ※持参予約は学務情報システムの学内共有ファイルを参照

※期限後の提出は不受理 ※期限後の提出は不受理

③ 令和5(2023)年度<春期>に「国の制度」に申込予定の学生
　※「国の制度」に該当しないことが明らかでない（上記①②に該当しない）方で、授業料減免を希望する場合は、まず「国の制度」の申込手続を行ってください。

・

・

※不明な点は、学生課学生支援係までお問い合わせください。（Email：scholarship@sec.nagoya-cu.ac.jp） 名古屋市立大学学生課

＜要注意＞上記期限までに未提出でも国の制度には
申込可能ですが、前期授業料は5月12日(金)に一旦引
落しとなります。また「国の制度」が第Ⅲ区分・不採用の
場合であっても経過措置の授業料減免には申請でき
ません。

　  「国の制度」への変更に伴い、給付奨学金を含めて考えても
経済的支援が従来の本学減免制度より不利となる場合に、令和
元年度までの授業料減免制度（以下「旧制度」という。）を利用し
た「経過措置」の授業料減免を行います。

各手続の詳細（経過措置の授業料減免制度を含む）、各種様式については、大学ウェブサイト＞教育・学生生活＞修学支援制度(減免及び給付型奨学金)
又は　授業料減免　を確認してください。

窓口持参又は郵送(期限必着・厳守) 窓口持参(予約制)又は郵送(期限必着・厳守)

   給付奨学金と一体となった高等教育の
修学支援制度（以下「国の制度」という。）
による授業料減免を適用します。

第Ⅰ区分(全額減免・全額給付金)
第Ⅱ区分(2/3減免・2/3給付金)
第Ⅲ区分(1/3減免・1/3給付金)

申請手続をした方のうち、旧制度の「全額減免」に該
当する場合は、「国の制度」1/3減免＋「独自制度」
1/2減免、合計5/6の授業料減免をします。

家計基準による見直しにより令和4年10月
～令和5年9月の支援区分が「停止」又は
「第Ⅲ区分(1/3)」となった方

申請手続をした方のうち、旧制度に該当する場合は、
全額・1/2・1/4の授業料減免をします。

入学時期・留年・標準単位数未満・収入
基準・資産基準により国の制度の対象外
(申請できない、申請したが不採用)となっ
た方

令和5年3月24日(金)～4月13日(木)
窓口持参又は郵送(期限必着・厳守)

 「令和5年度<前期>授業料納付猶予願(高等教
育の修学支援制度申込予定用)」を提出　（窓口
受付は17時15分まで）

国の制度の結果が「未決定」で、経過措置の
授業料減免も希望し、平行して申請手続を
する必要がある方

上記の書類提出・パスワード受取り後、
「スカラネット」に入力・マイナンバーを郵送
※期限後の入力はできません

令和5年5月14日(日)23時までに手続き

必要書類を学生課へ提出、「スカラネット」入
力用のパスワードを受け取る。

「経過措置の授業料減免」を希望する場合、減免申請に必
要な書類等を揃えて上記期間内に申請

国の制度結果が「不採用」、又は
「第Ⅲ区分(1/3)」となった方

「授業料納付猶予願」提出済の次の方に、学
務情報システムと通じて「経過措置の授業料減
免」の案内および申請期間の連絡を行います。

授業料減免制度の原則

「前期授業料納付猶予願（経過措置用）」を
提出（窓口受付は17時15分まで）

令和5年3月24日(金)～4月13日(木)

令和5年4月3日(月)～5月9日(火)
窓口持参又は郵送(期限必着・厳守)

経過措置の授業料減免制度（本学独自）

 　なお、この経過措置は、医学部・薬学部薬学科についてのみ令
和6年度まで実施するものです。

   右記ⒶⒷに該当する方が対象。「国の制度」の第Ⅰ区分(全額
免除)・第Ⅱ区分(2/3減免)に該当する方は対象外です｡

学生課で

専用の書

類の交付

を受けて

ください。
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